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一般会計総額 155.4 億円（対前年度倍率 1.15倍）

Ⅰ．海事局関係予算概算要求の概要

１．平成２６年度予算概算要求のポイント

予算の重点施策

般会計総額 億円（対前年度倍率 倍）
海事局行政経費 46.4 億円（ 1.54倍）
独立行政法人経費 109.1 億円（ 1.04倍）

うち 新しい日本のための優先課題推進枠(特別枠) 25.1億円

拡大を続ける世界の海洋開発の成長を取り込むため、国際競争力の基盤と
なる技術力の向上による海洋産業の戦略的育成

海事分野での輸送の安全の確保や、大規模災害発生時における緊急輸送体
制の構築

優秀な船員の安定的な確保・育成と雇用促進

①

②

③

○ 海洋フロンティアへの挑戦 29.5 億円

離島航路の確保維持等による地域の活性化

・海洋産業の戦略的育成のための総合対策（一部拡充） 20.0 億円（拡充）

主な予算項目

④

（下線部は優先課題推進枠要望事項）

○ 海事分野の安全・安心、防災対策 10.6 億円

・新たなエネルギー輸送ルートの海上輸送体制の確立 7.4 億円（新規）

・海洋エネルギーの活用促進のための安全・環境対策 1.0 億円（新規）

・海洋構造物に係る研究開発のための基盤強化 3.6 億円（新規※）
※上記施策については、独立行政法人経費の内数で計上。

・大型コンテナ船の安全基準の確立 2 9 億円（新規）

○ 船員の確保・人材育成 2.0 億円

・大型コンテナ船の安全基準の確立 2.9 億円（新規）

・大規模災害時における船舶の円滑な活用の推進 1.2 億円（拡充）

・船員雇用促進対策事業費補助金 1.5 億円

・アジア地域における船員養成の支援（一部拡充） 0.4 億円（拡充）

○ 独立行政法人経費 109.1 億円

＜関連事項＞

・(独)海技教育機構 23.8 億円
・(独)航海訓練所 54.8 億円
・(独)海上技術安全研究所 30.3 億円

○ 離島航路の確保維持等による地域の活性化

○東日本大震災により被災した中小造船業等の復興支援

・地域公共交通の確保・維持・改善の推進 372 億円の内数
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・平成２５年度予算で設置した基金（１５９億円）により事業を推進



１.

うち、大水深海域での海洋資源開発技術支援の拡充 【特別枠】

【特別枠】

【特別枠】

等

２.
【特別枠】

【特別枠】

等

３. 船員の確保・人材育成

　　うち、アジア人船員教育者育成事業 【特別枠】

等

    

４.

(3) 海洋エネルギーの活用促進のための安全・環境対策

(2) 新たなエネルギー輸送ルートの海上輸送体制の確立

(1) 大型コンテナ船の安全基準の確立

その他 277 580

海事分野の安全・安心、防災対策

倍　率

(3) マラッカ・シンガポール海峡等航行安全対策 32 34

(2) 大規模災害時における船舶の円滑な活用の推進

850

(1) 海洋産業の戦略的育成のための総合対策

 （１）行政経費及び独立行政法人経費 （単位：百万円）

２６年度 前 年 度 対前年度
区　　　　　分 要 求 額 予 算 額

（Ａ） （Ｂ） （Ａ／Ｂ）

海洋フロンティアへの挑戦 2,954 1,377 2.15

2,004 1,215 1.65

100 0 皆増

420

0

293

     (船舶海洋分野）

0 皆増

1,059 715 1.48

120 14 8.52

(4) 検査・監査等執行体制の強化 553 597 0.93

45 56 0.80(5) 船舶油濁損害対策の推進

199 191 1.04

0.48

(1) 船員雇用促進対策事業費補助金 150 150 1.00
(2) アジア地域における船員養成の支援 47 1.22

44

0.94

35 1.24

2.02

(4) 船舶による環境汚染防止のための総合対策 42 0 皆増

740 皆増

39

２．平成２６年度予算概算要求総括表

    

５. 国際機関分担金

６.

 うち、海洋構造物に係る研究開発のための基盤強化【特別枠】

うち特別枠要望額 2,506 －

＜義務的経費＞

360 0 皆増

147 145 1.02

小　計 （行政経費） 4,636 3,008 1.54

独立行政法人経費 10,906 10,532 1.04

(2) (独)航海訓練所(運営費交付金、施設整備費) 5,480 5,646 0.97

(1) (独)海技教育機構(運営費交付金、施設整備費) 2,383 2,200 1.08

(3) (独)海上技術安全研究所(運営費交付金、施設整備費) 3,035 2,677 1.13

(4) (独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構(運営費交付金) 9 8 1.04
　　　（海事勘定　環境技術等実用化支援業務経理）

一般会計　合　　計 15,543 13,539 1.15

区　　　分
26年度 前年度 倍率

 ＜関連事項＞

　離島航路の確保維持等による地域の活性化 ※１  372億円
 の内数・地域公共交通の確保・維持・改善の推進    

（Ｂ） (A/B) （Ａ） （Ｂ） (A/B)

（注）※１：総合政策局との連携施策

 （２）財政投融資計画等総括表 （単位：百万円）

資 金 内 訳
財政投融資

（Ａ）

333億円
の内数

－
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（独）鉄道建設・運輸施設整備支援機構

（海事勘定　共有建造業務経理） 36,000 21,000 1.71 94,826 65,626 1.44

26年度 前年度 倍率
自己資金等との合計



１．海洋フロンティアへの挑戦

(1) 海洋産業の戦略的育成のための総合対策
【一部特別枠】要求額 ２,００４百万円（前年度 １,２１５百万円）

Ⅱ．テーマ別主要個別事項

【 部特別枠】要求額 ２,００４百万円（前年度 １,２１５百万円）

○ 目 的
急成長する世界の海洋開発市場に参画し、2020年に我が国に2.5兆円規模の新市場を創成し、

経済の成長及び雇用の創出につなげるとともに、将来、我が国のEEZ開発を自国の技術で行うため
の知見及び技術を蓄積できるよう、我が国の海洋産業を戦略的に育成する。

○ 内 容
海洋開発分野における我が国産業界のビジネス拡大を図り、海洋産業の国際競争力を推進す

るため 海洋資源開発関連技術の開発を支援するとともに 洋上ロジステ ク ブ※1やFLNG※2の

国際競争力の基盤となる技術力の向上【１,５２０百万円】

●我が国海事産業が れま 培 た技術を今後成長が見込まれる海洋資源開発に展開

るため、海洋資源開発関連技術の開発を支援するとともに、洋上ロジスティックハブ※1やFLNG※2の
安全要件策定のための調査研究を行う。

※1 洋上ロジスティックハブ：多数の洋上施設への人員、機材の輸送をハブ・アンド・スポーク方式で行うための大型浮体構造物。
※2 FLNG：浮体式液化天然ガス生産貯蔵積出設備

●我が国海事産業がこれまで培った技術を今後成長が見込まれる海洋資源開発に展開。

◆海洋資源開発関連技術の開発を支援 【８５０百万円 １／２補助】【特別枠】

◆FLNG（浮体式LNG生産貯蔵積出設備）の安全要件策定のための調査研究

【７０百万円】
海洋資源開発関連技術（例）【特別枠】

浮体式液化天然ガス浮体式液化天然ガス 大水深海域対応型大水深海域対応型浮体式液化天然ガス浮体式液化天然ガス
生産貯蔵積出設備（生産貯蔵積出設備（FLNGFLNG））

安全
システム

大水深海域対応型大水深海域対応型
掘削プラットフォーム掘削プラットフォーム

荷役システム
大水深掘削での
浮体安定性確保

安全性向上

全体安全管理
システム 等

●船舶に係る環境規制が将来的に厳しくなることを見越し、船舶からのCO2排出50%削減
等を目標に 世界最先端の海洋環境技術開発を支援 【６００百万円 １／３補助】

位置保持
システム

環境対策
原油流出防止対策
（防噴装置二重化 等）

等を目標に、世界最先端の海洋環境技術開発を支援。 【６００百万円 １／３補助】
・バイオ燃料の利用 ・次世代廃熱回収システム ・船体抵抗削減等

新分野（洋上ロジスティックハブ）への進出にあたって、解決すべき課題の調査研究を
実施。

海洋資源開発プロジェクトへの進出支援【４８０百万円】

＜洋上生産施設＞

＜調査研究項目＞
◆浮体構造物の安全性・

構造・機能・性能
◆船舶の基地への着桟方式
◆搭載積卸の効率化

高速船

ヘリコプター

＜港＞ ＜ロジスティックハブ＞
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※ 「低品位炭起源の炭素フリー燃料による将来エネルギーシステム（水素チェーンモデル）の実現可能性に関する調査研究」より 
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(2) 新たなエネルギー輸送ルートの海上輸送体制の確立 

【特別枠】 要求額 ７４０百万円（新規）

○ 目 的 

シェールガス革命や水素の需要拡大に対応し、新たなエネルギー輸送ルートにおける安全

かつ効率的な輸入を可能とする海上輸送体制を確立することにより、東日本大震災以降の環

境・エネルギー制約を克服し、クリーンで経済的なエネルギーの安定的な供給を図る。 

○ 内 容 

米国シェールガスの輸送需要に対応した大型で高い輸送効率を有する次世代の液化天然ガ

ス(LNG)運搬船、及び海外からの安価な水素の輸入に必要となる世界初の液化水素運搬船に

係る調査、安全要件の整備、関係国との協議等を行う。 

次世代国産LNG船によるシェールガス輸送の確保 

 

 

 

 

 

 

 

世界初の液化水素運搬船の実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本

豪州

米国

パナマ運河

シェールガス

液化水素

未利用資源であり非常に安価
自然発火しやすく輸送困難

現在拡張工事中
2015年より新たな通航要件

褐炭

従来 次世代型

輸送効率を向上させる
ＬＮＧ運搬船のタンクの改良

 

 

 米シェールガスの輸出、安価なガス供給への期待 

 世界的に 2017 年頃より輸入急増、早急な船隊の

増強（50-100隻、1-2兆円規模）が必要  

 我が国造船業界は、世界の先陣を切り、次世代の

高輸送効率な大型タンクLNG運搬船の開発に挑戦

 

・ 新型船の安全性確保 

・ 国産LNG運搬船の信頼

性・優位性が評価され

うる環境整備 

 新航路等における各種

要件の調査 
 
 新型船に対応した 

安全性評価手法の策定 
 
 関係国との協議等 

背 景 課 題 取組内容 

 

 政府として燃料電池自動車の2015年の市場投入、

及び世界最速の普及を目指しており、需要の拡大

に対応した安価な水素の供給確保が必要 

 豪州に豊富に存在する褐炭を用い、安価な水素を

生産・輸入するプロジェクトが日豪連携により進

行中（2017年試験運用開始） 

 超低温(-253℃)等の水素

の特徴に対応した船舶・

船員の安全要件の検討 

 豪州政府との調整、 

国際基準化 

・ 世界初となる液化 

水素運搬船の建造・ 

就航に先立ち、安全 

基準の整備が必要 

背 景 課 題 取組内容 

※ 
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海洋構造物試験水槽（昭和51年竣工）の 

老朽化が進行 

海洋エネルギーや海洋構造物に係る研究開発

及び実用化に向けた動きが活性化 

(3) 海洋エネルギーの活用促進のための安全・環境対策  

  【特別枠】 要求額  １００百万円（新規）

○ 目 的 

日本周辺の海洋エネルギー（波力、潮流等）の豊富なポテンシャルを踏まえ、浮体式等発電

施設の実現により、海洋エネルギーの活用促進を図る。 

○ 内 容 

海洋エネルギー浮体式等発電施設の安全・環境対策について、係留技術や非常時対策等の

技術的検討を行い、安全・環境ガイドラインを策定する。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜6.(3)参照＞ 海洋構造物に係る研究開発のための基盤強化  

 【特別枠】 要求額 ３６０百万円（新規）

○ 目 的 

海洋資源・エネルギー開発のための海洋構造物に係る研究開発及び実用化に向けた動きが活

発化していることを踏まえ、当該研究開発のための基盤を強化する。 

○ 内 容 

独立行政法人海上技術安全研究所が保有する国内最大の海洋構造物試験水槽について、実際

の波・潮流を再現する等、水槽性能向上のための高度化を実施する。 

    

 

  

 

 

①鉛直速度差潮流発生装置の導入 
（垂直方向の潮流の速度差の発生が可能）  

②ダブルフラップ型多分割造波機の導入 
（複雑な不規則波の発生が可能） 

併せて、送風装置等について機能を向上 

 

 

平成２６年度 波力・潮流発電の安全・環境評価 
平成２７年度 波力・潮流発電の安全・環

境ガイドライン策定  
海流・海洋温度差発電

の安全・環境評価 

平成２８年度 海流、海洋温度差発電の安全・環境ガイドライン策定 

海洋エネルギー発電施設について、H26年度以降に関係省庁による実証実験が行われる予定 

 

 安全面・環境面での課題を整理し、実用化を推進 

実用化の前提となる安全・環境 

ガイドラインの策定が必要 

波力発電 潮流発電 海流発電 海洋温度差発電 

水槽性能向上のための高度化 

実際の波・潮流を 
再現することが可能

② 

① 

実際の波・潮流を再現 

速度差をつける 

海洋関係技術の向上に必要となる技術基盤を確保 
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(4) 船舶による環境汚染防止のための総合対策  

要求額 ４２百万円（新規）

○ 目 的 

北極海の利用拡大の動向を踏まえ、北極海域で問題になっている船舶から排出されるブラッ

クカーボン（すす等の粒子状物質）による環境影響への対策を講じ、ブラックカーボン排出量が

極めて少ない天然ガス燃料船等、我が国の優れた環境技術の国際展開を図る。 

○ 内 容 

ブラックカーボン排出規制の検討に必要な技術的調査を実施するとともに、我が国の優れた

船舶環境技術の強みを活かしうる排出規制の方法、基準値等の検討を行い、国際的な議論をリ

ードする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大
幅

な
低

減

環
境

基
準

値

IMOにおいて２０１７年頃
新規制策定見込み

北極海域

○ ブラックカーボン排出状況の  

調査 

○ ブラックカーボン排出削減技術

の調査 

○ ブラックカーボン排出規制の 

方法、基準値等を検討 

○ 国際的な規制の議論をリード 

 気候変動等による海氷減少により、欧州向け航路距離の大幅な短縮

（３～４割減）が可能となる北極海航路の利用が将来増加と予想。 

 

 北極海域において、船舶から排出されるブラックカーボンが沈着

することによる海氷の黒色化、海氷融解促進等の懸念が増加。 

 

国際海事機関（ＩＭＯ）において２０１２年よりブラックカーボン規制に  

ついて検討を開始 

背 景 

我が国が得意とする優れ

た環境性能を有する天然

ガス燃料船等の戦略的な

市場開拓 

取組内容 

大
幅
な
低
減
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(1) 大型コンテナ船の安全基準の確立 

【特別枠】 要求額 ２９３百万円 （新規） 

○ 目 的 

近年急速に大型化が進む背景の中で発生した、コ

ンテナ船の折損・損壊事故を受け、大型コンテナ船に

係る新たな安全基準の策定及びその国際基準化を図

ることにより、事故の再発を防止し、海上交通におけ

る国民の安全・安心とともに、我が国造船産業の国際

競争力を確保する。 

 

○ 内 容 

運航中の大型コンテナ船の各部に実際に働く力を

計測して強度に問題のある箇所を特定し、その原因を

分析することにより、新たな安全基準を策定するととも

に、その国際基準化を図る。 

 

近年急速に大型化が進んでいるコンテナ船で

国際的な安全基準を満たしていたにもかかわ

らず折損・損壊事故が発生

大型コンテナ船事故の再発防止 → 海上交通における国民の安全・安心の確保

我が国造船産業の国際競争力の確保

効果

《コンテナ船の大型化に対応できる安全基準を確立》

運航中の大型コンテナ船の各部に働く力を計測し、現行基準の問題箇所を特定

原因分析を踏まえ、新たな安全基準の策定とその国際基準化

取組内容

コンテナ船は主要な海上輸送形態の一つで、

輸送量が近年倍増しており、その安全の確保

は、極めて重要かつ緊急を要する課題

大型コンテナ船を巡る現状

TEUとはコンテナ船の積載容量を表す単位
１TEUは２０フィート（６ｍ）の１個分に相当

 

２．海事分野の安全・安心、防災対策 



(2) 大規模災害時における船舶の円滑な活用の推進

【特別枠】 要求額 １２０百万円（前年度 １４百万円）

○ 目 的

今後発災が予想される大規模災害において、船舶による緊急輸送、被災者生活支援等の活動

を円滑に実施するために必要な緊急時の輸送要請に向けた事業者との調整や緊急時の活用ニー

ズに対応した利用可能な船舶情報の迅速な把握等の体制を強化し、船舶の活用を推進する。

○ 内 容

１．災害支援対応可能な船舶の確保に向けた具体的方策の検討

(1) 平時の事業からの離脱を円滑化するための協力枠組の導

入についての検討

(2) 災害支援を実施する際の予約済みの旅客や車両に対する

取扱い方針等に関する検討

２．大規模災害時における利用可能船舶の情報管理体制の構築

(1) 既存の船舶検査情報データベースを機能拡張し、災害時

において、輸送内容等の船舶活用ニーズと港湾施設の能力

自衛隊災害派遣隊を緊急輸送する
フェリー「すずらん」

（新日本海フェリー(株)）

に対応した利用可能船舶を迅速に抽出

(2) 各地域における船舶を活用した具体の防災計画の検討を

促進

３．災害時の船舶活用に関する実務手順の円滑化

被災者への食事、入浴、通信等
の支援を行う客船「ふじ丸」

（(株)商船三井）災害時 船舶活用 関す 実務 順 滑

(1) 災害時における船舶を活用する際の対応手順のマニュアル化等の検討

(2) 情報伝達訓練や実船舶を使用した訓練の実施

(3) 船舶を活用した関係事業者の事業継続計画や地域の防災計画等に反映

南海トラフ巨大地震における （中・長距離南海トラフ巨大地震における
フェリー活用イメージ

【活用目的】

短距離フェリーによる離島への
緊急輸送

短距離フェリーによる本四間
輸送を代替する緊急輸送

（短・中距離フェリー）

フェリー）

（短・中距
離フェリー）

- 8 -

輸送を代替する緊急輸送

中・長距離フェリーによる緊急輸送
（近畿から瀬戸内へ）

中・長距離フェリーによる緊急輸送（被
災地外からの支援（支援物資の仕分
け、補完等）を近畿、九州地区で想定）

（短・中距離フェリー） （中・長距離フェリー）

離フ リ ）
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(3) マラッカ・シンガポール海峡等航行安全対策 

                                    要求額 ３２百万円（前年度 ３４百万円）

○ 目  的 

マラッカ・シンガポール海峡（マ・シ海峡）やアラビア海は、我が国の輸入原油の８割以上が通航する極

めて重要な海上輸送路である。 

マ・シ海峡の 大の利用国である我が国としては、インドネシア、マレーシア及びシンガポールの沿岸

国と利用国の協力のあり方を具体化した「協力メカニズム」の下、過去約 40 年にわたりマ・シ海峡の航行

安全対策に貢献してきた。今後ともこの実績を活かし、リーダーシップを発揮して、航行援助施設の維持管

理等に積極的に参加し、海上輸送路の航行安全の確保に貢献する。 

○  内  容 

船舶の衝突などによって破損・消失し、早急な代替が必要な航行援助施設について、代替整備に係る

事前調査を行う。また、沿岸国自身が自主的に既存の航行援助施設の維持管理できるようにするため、

我が国による人材育成研修（キャパシティ・ビルディング）を行う。   

 

消

失 

マラッカ・シンガポール海峡 船舶が輻輳し、通航船舶は今後も増加するものと予測 

船舶事故の危険性が増大、航行安全対策の強化が必要 

破

損 

【参考 マラッカ・シンガポール海峡協力メカニズムにおけるプロジェクト】 

① 分離通航帯内の沈船の除去 

② 有害危険物質対応の協力支援 

③ 小型船舶自動識別システムの協力支援 

④潮流等の観測システムの整備 

 

シンガポール 

インドネシア 

マレーシア 

＜人材育成研修＞ 

⑤既存の航行援助施設の維持更新  ←  支援 

⑥津波被害を受けた航行援助施設の復旧整備 

⑦緊急曳船(ETV)サービス 

⑧船底下余裕水深リアルタイムモニター概念研究 

＜海峡内の航行援助施設＞ → 早期補修 
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(4) 検査・監査等執行体制の強化 

                                   要求額 ５５３百万円（前年度 ５９７百万円）

○ 目 的 

海上交通は万一事故が発生した場合、人命救助の困難性、海洋汚染の発生、経済活動の阻害等大き

な影響が引き起こされるため、ハード・ソフト両面から船舶の安全対策を強化する。 

○ 内 容 

船舶の安全性を確保することにより、安全・安心な海上交通を実現するために、船舶検査等、運航労務

監査、外国船舶監督業務、運輸安全マネジメント等の効率的・効果的な実施を図る。 

 

 

(5) 船舶油濁損害対策の推進 

要求額 ４５百万円（前年度 ５６百万円） 

○ 目 的 

一定の船舶に保険加入を義務付けた船舶油濁損害賠償保障法の適確な運用を図るとともに、

船舶の座礁等に伴う油防除に関し国の支援措置を講じることにより、海洋汚染被害の発生の未

然防止及び万一事故等が発生した場合の補償措置を講じる。 

○ 内 容 

 外国船の座礁等による油濁損害の防除費用に対する地方自治体への補助金   等 

海上輸送・船舶の安全性確保 ・ 安全・安心な海上交通の実現 

○運航労務監査実施体制の整備 
○運航労務監理官の効率的・効果的業務執行の

ための研修の実施 

○海事分野における運輸安全マネジメント評価の

実施 
 

○ＰＳＣ実施体制の整備 
○外国船舶監督官の効率的・効果的な業務執行 

のための研修の実施 

○船舶検査・測度実施体制の整備 
○検査官等の効率的な業務執行のための研修実施 
○放射性物質等の海上輸送の安全性向上 
○船級協会の登録審査及び監査の実施 

ＰＳＣ（ポートステートコントロール） 運輸安全マネジメント 

運航労務監査 船舶検査等 

検査・監査等執行体制の強化

 

○ 概  要 

補 助 先 ： 地方公共団体 

採択基準 ： 2,000万円以上 

補 助 率 ： 2分の1 

対  象 ： 船舶の燃料油により生じた油濁の防除 

○ 交付対象 

外国船舶（油タンカーを除く）の座礁等による油流出事故において船主等が油防除を行わ

ず、法律に基づく海上保安庁の要請により地方公共団体が油防除を実施した後、その費用を

船主等から回収できなかったときに、事業費に対して1/2の補助を行う。 

外国船舶油等防除対策費補助金の概要 

- 10 - 
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（３０歳未満の割合）

若年船員の計画的雇用及び育成が必要

●内航船員は著しく高齢化（約５割が５０歳以上）。

●内航海運事業者の９９．６％は中小企業。有効な若年船員育
成スキームを持っていない。

船員計画雇用促進等事業

＜背景＞

＜事業内容＞

◆対象者を３０歳未満

◆計画期間を５年間に統一

新規見直しポイント 効 果

※グループ化などを実施した場合、両方の助成金を支給（最大 ５１万円）

船員教育機関卒業生 ４万円×６月＝２４万円／１人
その他 ６万円×６月＝３６万円／１人

◇計画に従って、船員を計画的に雇用する内航海運事業者に、次のいずれかの助成金（※）を支給。
（１）船員計画雇用促進助成金

→新人船員を試行雇用（最大６ヶ月）した場合に助成。

（２）新規船員資格取得促進助成金
→新人船員に必要な資格（海技士や危険物取扱など）の取得費用の１／２を助成。 上限 １５万円／１人

＜課題＞

33.8%

19.7%

15.7%
13.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

S49 H10 H17 H24

◆若年船員を集中的に確保

◆中期的な人材育成システムの確立
→自主的な船員育成へ

  (1) 船員雇用促進対策事業費補助金  

                                  要求額 １５０百万円（前年度 １５０百万円） 

○ 目 的 

内航船員の著しい高齢化及び外航日本人船員の激減等に対応するため、船員の計画的な確

保・育成及び雇用促進を図る。 

 

○ 内 容 

１．船員計画雇用促進等事業 

海上運送法に基づき認定を受けた日本船舶・船員確保計画に従って、内航船員を計画的

に雇用し、訓練する海運事業者に対し、助成金を支給する。 

２．外航基幹職員養成事業 

外航船員を目指す若年者が外航海運事業者に就職するにあたって、合同面接会の開催及び

キャリア形成・育成を支援する。 

３．技能訓練事業 

電子海図情報表示装置（ＥＣＤＩＳ）シミュレータ訓練など、船員として再就職するた

めに必要な技能訓練費の一部を補助する。 

３．船員の確保・人材育成 
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外航基幹職員養成事業

＜背景＞

●外航日本人船員は激減
●外航中小船社の多くは、実務経験者を対象とした採用が中心

であり、学生による外航船社への就職は狭き門

外航日本人船員の育成及び雇用確保が必要

＜事業内容＞

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

S49 S55 S60 H2 H7 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24

◇シミュレータ訓練等、即戦力として活躍できる船員の育成を目的とした訓練を提供する。
◇外航中小船社と学生とのマッチング機会を提供する。

（外航日本人船員数）

昭和４９年
約５７，０００人

平成２４年
約２，２００人

＜課題＞

アジア人船員国際共同養成プロジェクト
（乗船訓練システム技術移転事業）

◇日本外航は外国人船員に大きく依存
→ 約96%がフィリピン他アジア諸国

◇アジアの船員教育の現状
・貧弱な船員教育機関 ・乗船実習機会の不足

現 状

我が国外航商船船員

日本

フィリピン

その他アジア

アジア以外

日本

フィリピン

その他アジア

アジア以外

日本

フィリピン

その他アジア

アジア以外

日本

フィリピン

その他アジア

アジア以外

日本

フィリピン

その他アジア

アジア以外

日本

フィリピン

その他アジア

アジア以外

◇ 海上輸送量増大→世界的な船員不足
△3.0万人の見込み（2015年）

◇ 欧州との間で優秀なアジア人船員の囲い込み

激化（世界船員の約44％がアジア人船員）

→船員供給のボトルネックに

我が国として、優秀なアジア人船員の確保に積
極的に関与することが急務

事業内容

・海上輸送の安全性・安定性確保
・我が国外航海運の国際的競争力確保

効果

教育者育成事業

練習船研修 座学研修

教材の整備、教育手法の伝授

我が国からの教官派遣

日本2%

アジア人船員 96%

我が国教育機関への受入

平成26年度からミャンマ－の受入増加

(2) アジア地域における船員養成の支援 

                    【一部特別枠】 要求額 ４７百万円（前年度 ３９百万円） 

○ 目  的 

アジア地域における船員教育を支援することにより優秀なアジア人船員を養成・確保し、我が

国外航海運の海上輸送の安全性と安定性及び我が国外航海運の国際競争力の確保を図る。 

○ 内  容 

１．アジア人船員教育者育成事業  【特別枠】 

 航海訓練所・海技大学校においてＯＪT（On the Job Training）により教官に対する研修を行

い、各国における船員教育の向上を図る。平成２６年度においては、船社ニーズが高い、ミャン

マーからの受入人数を拡大していく。 

２． アジア人船員国際共同養成プロジェクト 

我が国から教官を派遣し、乗船訓練に関するカリキュラムの作成などにより、乗船訓練に関

する技術移転を行う。  



４．海事局所管の独立行政法人について

○ 国内の産業基礎物資である鉄鋼、石油、セメント等の８割を輸送する内航海運を支える船員の最大の供給源
として、海上技術学校及び海上技術短期大学校を全国に配置し、新人船員の養成を実施する。

○ 既存の船員等を対象として、海技大学校においては、上級の海技資格取得を目的とする教育を実施し、新人
教育や海運会社のニーズに対応した再教育を総合的に実施する

（独）海技教育機構

教育や海運会社のニーズに対応した再教育を総合的に実施する。

○ ５隻の練習船で、商船系船員教育機関15校の学生等に対し航海訓練を実施する唯一の機関。

○ 一元的に質の高い航海訓練（資格取得のために国際条約で義務づけ）を実施。

（独）航海訓練所
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条約で義務付けられて
いる乗船実習を５隻の
練習船で15校の学生に
対して一元的に実施

＜26年度の主な施策＞
①燃料高騰下においても条約上必要な訓練内容を
確保し、着実に乗船実習を実施。

②25年度の耐震診断により震災時に倒壊のおそれ

清
水

館
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削島島

口
之
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方
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横
浜

（独）海上技術安全研究所

○ 海上輸送の安全確保 海洋環境の保全 海洋の開発 海上輸送の高度化を重点研究分野とし 蓄積した知

②25年度の耐震診断により震災時に倒壊のおそれ
があると診断された波方校について耐震補強工
事の設計を行うとともに、未診断の各校につい
ても早急に耐震診断を実施。

海洋の開発
国の再生エネルギー開発への参画

○ 海上輸送の安全確保、海洋環境の保全、海洋の開発、海上輸送の高度化を重点研究分野とし、蓄積した知
見、実験施設と研究者により、技術ソリューションを提供する。

研究所の⾏政への貢献研究所の⾏政への貢献
安全・環境基準策定
国際海事機関（IMO）における合理的な基準の策定に貢献
（復原性、温室効果ガスの抑制等の分野で38件の提案
( 年度))

✓大型試験設備等を利用し、浮体式洋上風力発電施設の
ガ プ

流れ

世界最大の風車マスト模型による水槽実験

例） CO２排出削減の枠組み作りに貢献し、国際条約の発効支援

✓ H25年1月からのCO2排出規制の国際条約による強制化に
対応し、民間企業との共同の船型開発、認証試験等を実施

画期的な省エネ技術の開発（空気潤滑法）

(H24年度)) ガイドライン策定や福島沖、五島列島沖のプロジェクトに
貢献
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シップ・オブ・ザ・イヤー2012受賞
「SOYO(双洋)」

船底を空気で覆い摩擦低減

＜２６年度の主な施策＞
①安全・環境基準策定に資する研究開発の実施
②ＩＭＯにおける我が国提案実現のための技術的貢献
③海難事故再発防止に資する事故原因分析の実施



＜関連事項＞
（１）離島航路の確保維持等による地域の活性化 (復興庁予算に計上した国土交通省関係事業を含む)

○ 地域公共交通の確保・維持・改善の推進～生活交通サバイバル戦略～

要求額 ３７,２０３百万円

・地域の活性化等の成長戦略も踏まえ、多様な関係者の連携により、地域公共交通の確
保・維持を図るとともに、地域公共交通の改善に向けた取組みを支援する。

＜主な内容＞

地域の特性に応じた生活交通の確保維持

・過疎地域等における幹線バス、デマンドタクシー等の運行

・離島航路・航空路の運航

・バス車両の更新等

快適で安全な公共交通の構築

・鉄道駅におけるホームドア・エレベーターの整備、ノンステップバスの導入等

公共交通の充実を図るための計画策定等の後押し

・地域の関係者間の適切な役割分担と合意の下で地域公共交通の充実を図るための新

たな計画の策定に資する調査等

（２）内航海運の活性化

○ 内航海運暫定措置事業等の着実な実施

政府保証契約の限度額の設定 ５０７億円（前年度 ５１６億円）

（内航海運暫定措置事業 ４８３億円、内航海運老齢船処理事業 ２４億円）

・内航海運の活性化を図るため、内航海運暫定措置事業等を円滑かつ着実に実施する。

＜内 容＞

内航海運暫定措置事業等の実施に必要な資金の一部について政府保証を行う。

（３）イラン産原油を輸送するタンカーの運航支援

○ 特定保険者交付金交付契約の締結

特定保険者交付金限度額：今後の国際水準等により設定

（平成２５年度 ９兆５８３１億円）

・イラン産原油を輸送するタンカーの運航を確保するため、特定保険者交付金交付契

約の締結を行う。

＜内 容＞

ＥＵによる対イラン措置により再保険を受けられないイラン産原油を輸送するタ

ンカーについて、再保険相当額を保険者に対し政府が交付する契約を締結するため

の前提となる限度額を設定する。
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地域公共交通の充実を図るための新たな制度的枠組み
の構築（地域公共交通活性化・再生法の改正）

○ 高齢者・学生をはじめとする地域住民の移動手段の確保
○ 地域経済・社会の活性化、コンパクトシティの実現等

期待される効果

（１）官民の連携による地域交通網の再編等に係る交通計画の
策定と合意形成を促進

（２）計画の実現力を高めるための措置（関係法令の特例等）
（３）安全かつ効率的な輸送サービスを確保するための措置

【今後の進め方（予定）】
○ ９月以降、交通政策審議会地域公共交通部会にて審議
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（４）東日本大震災により被災した中小造船業等の復興支援 

 

造船業等復興支援事業                   

平成２５年度で設置した基金額 １５,９０４百万円

（基金による平成２８年度までの継続事業）

○ 目 的 

東日本大震災津波被災地域における造船所の復興と経営基盤の強化の両立を図り、被災地

の復興を加速させる。 

○ 内 容 

被災した造船事業者等が経営基盤の強化のために造船所の施設を集約化するに当たり、必

要となる経費の一部を支援する。 

事業内容                           

対 象 主 体：主として漁船の建造又は修繕を行う造船関連中小企業者等からなる協同組合 等

対 象 施 設：事業者により共有される建造・修繕施設 等 

対 象 経 費：調査設計費、施設費、移転費 等 

補 助 率：２／３以内 

申 請 期 間：平成２６年度末まで 

事業実施期間：平成２８年度末まで 

これまでの進捗 

・ ６ 月２ ５ 日 公募、第三者委員会による選定を経て、（公財）日本財団への基金設置を決定 

・ ８ 月 １ 日 （公財）日本財団による補助申請の受付開始 

（例）気仙沼における集約化による造船の復興  

関係事業者、宮城県、気仙沼市、国土交通省等による「気仙沼造船施

設高度化検討会」にて作成された造船所の集約・協業化案のイメージ。

現在、関係者間で実現に向けた具体的な計画を調整中。 

事業スキーム 

補助率2/3 

 造船関連

組合等 

国 (公財)日本財団 

基金 


